
建設マネジメント委員会内規細則 

Ⅰ．全般 

１．目的 

この細則は、建設マネジメント委員会（以下、「委員会」という）の運営および委

員会が設置する小委員会の運営等について定める。 

２．小委員会の設置 

委員会は、事業を遂行するために次の小委員会を設置する。 

（１）運営小委員会 

（２）研究問題検討小委員会 

（３）論文集編集小委員会 

（４）表彰小委員会 

（５）研究小委員会 

（６） 行事等実行小委員会 

（７）特別小委員会 

３．細則の改正 

この細則の改正は、委員会の承認により行う。 

Ⅱ．運営小委員会 

１．設置 

運営小委員会は、委員会の円滑な運営を目的として設置し、常置とする。 

２．構成 

構成は、小委員長、副小委員長、および企画、総務、広報、会計、書記の各担当

とし、各担当の役割は以下のとおりとする。 

（１）企画担当 

企画担当は、講演会および講習会、見学会、その他の行事等の企画を担当する。 

（２）総務担当 

総務担当は、委員会内規および細則に不都合が生じた場合の改正案の作成、委

員会名簿の作成等の総務を担当する。 

（３）広報担当 

広報担当は、講演集や報告書および刊行物等に係わる諸作業、英文トランザク

ション、学会誌会告の作成、ホームぺージの管理等の広報を担当する。 

（４）会計担当 

会計担当は、予算案の編成、予算管理等の会計を担当する。 

（５）書記担当 

書記担当は、議事録作成、委員会の運営上必要な文章の作成等の書記を担当す

る。 



３．選出方法と任期 

選出方法と任期は、次のとおりとする。 

（１）小委員長は、委員長が指名する。 

（２）小委員長を除く構成員は、小委員長が指名する。 

（３）任期は、２年とし、重任・再任を妨げない。 

（４）退任・新任は、半数以上が交代とならないようにする。 

４．担当事項 

常置の小委員会として、次の事項を担当する。ただし、審議時には、委員会幹事長、

研究問題検討小委員長、論文集編集小委員長の意見を徴する。 

（１）委員会を運営するための事項や問題について審議する。 

（２）委員会において特に重要と委員長が判断した事項や問題について審議し、対応

する。 

（３）委員会に依頼のあった委託研究について対応を審議し、委員会に報告し承認を

得る。 

Ⅲ．研究問題検討小委員会 

１．設置 

研究問題検討小委員会は、委員会の研究領域や活動方針を検討することを目的とし

て設置し、常置とする。 

２．構成 

構成は、小委員長、副小委員長、委員とする。ただし、委員のうち若干名を幹事と

する。 

３．選出方法と任期 

選出方法と任期は、次のとおりとする。 

（１）小委員長は、委員長が指名する。 

（２）小委員長を除く構成員は、小委員長が指名する。 

（３）任期は、２年とし、重任・再任を妨げない。 

（４）退任・新任は、半数以上が交代とならないようにする。 

４．担当事項 

常置の小委員会として、次の事項を担当する。 

（１）建設マネジメントに係わる研究課題等について審議し、委員会に報告し承認

を得る。 

（２）研究小委員会の活動を把握し、設置・継続・終了について委員会に報告して

承認を得る。 

（３）研究活動の推進に関する課題を検討し、対応する。 

Ⅳ．論文集編集小委員会 

１．設置 



論文集編集小委員会は、「土木学会論文集 F4（建設マネジメント）」の通常号及び特

集号を編集および発行することを目的として設置し、常置とする。 

２．構成 

構成は、小委員長、副小委員長、委員とする。ただし、委員のうち 1 名を幹事長、

若干名を幹事とする。 

３．選出方法と任期 

選出方法と任期は、次のとおりとする。 

（１）小委員長は、委員長が指名する。 

（２）小委員長を除く構成員は、小委員長が指名する。 

（３）任期は、２年とし、重任・再任を妨げない。 

（４）退任・新任は、半数以上が交代とならないようにする。 

４．担当事項 

常置の小委員会として、次の事項を担当する。 

（１）「土木学会論文集 F4（建設マネジメント）」の通常号及び特集号の原稿審査、

編集および発行のための諸活動を行う。 

（２）特集号について、対象分野や区分などを含む投稿・執筆要領を社会情勢等に

照らして毎年作成し、委員会の承認を得て論文を募集する。 

（３）「建設マネジメント委員会論文査読規程」および「建設マネジメント委員会査

読要領」に不都合が生じた場合には、改正案を作成して委員会の承認を得て改正

する。 

（４）査読員を選定する。 

（５）「建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会」を企画及び開催する。 

Ⅴ．表彰小委員会 

  １．設置 

    表彰小委員会は、建設マネジメント委員会が授与する各賞について、受賞候補者

を選考することを目的として設置し、常置とする。 

  ２．構成 

    構成は、小委員長、副小委員長及び委員とする。 

  ３．選出方法と任期 

    選出方法と任期は、以下のとおりとする。 

    （１）小委員長は、委員長が指名する。 

    （２）小委員長を除く構成員は、小委員長が指名する。 

    （３）任期は、2 年とし、重任・再任を妨げない。 

    （４）退任・新任は、半数以上が交代とならないようにする。 

  ４．担当事項 

    常置の小委員会として、次の事項を担当する。 



    （１）建設マネジメント委員会における「論文賞」、「優秀講演賞」および「グッ

ド・プラクティス賞」の受賞候補者を選考し、その結果について委員会に報告

する。 

    （２）「建設マネジメント委員会表彰規程」および「建設マネジメント委員会受賞

者選考細則」に不都合が生じた場合には，改正案を作成して委員会の承認を得

て改正する。 

Ⅵ．研究小委員会 

１．設置 

研究小委員会は、研究問題検討小委員会の検討・提案を受けて委員会が認めた研究

課題について、学術や技術、および社会の発展への寄与の観点から調査や研究を行

うことを目的として課題毎に設置し、それぞれの活動期間は原則２年以内とする。

ただし、研究問題検討小委員会が必要と認め、委員会が承認した場合には、活動期

間を延長することができる。また、研究課題により、第１種研究小委員会、第２種

研究小委員会、第３種研究小委員会に区分する。 

２．構成 

構成は、小委員長、副小委員長、委員とし、必要に応じて幹事長および若干名の幹

事を置くことができる。また、非会員（場合によっては会員）からオブザーバーを

参加させることができる。 

３．選出方法と任期 

選出方法と任期は、次のとおりとする。 

（１）小委員長は、研究問題検討小委員長の推薦により、委員長が指名する。 

（２）小委員長を除く構成員は、小委員長が指名する。なお、その候補者を公募す

ることもできる。 

（３）任期は、２年以内とするが、活動期間に応じて重任・再任を妨げない。 

４．運営 

運営は、次のとおりとする。 

（１）第１種研究小委員会 

１）委員会が重点的に検討すべき調査研究課題を研究する。 

２）委員会予算を配分し、活動費用とできる。 

３）活動内容は、毎年度、研究問題検討小委員会および委員会に報告する。 

４）研究成果は、委員会に報告する。 

（２）第２種研究小委員会 

１）委員会が検討すべき調査研究課題を研究する。 

２）委員会予算を配分し、活動費用とできる。 

３）活動内容は、毎年度、研究問題検討小委員会および委員会に報告する。 

４）研究成果は、研究問題検討小委員会に報告し、研究問題検討小委員会の判



断により、委員会へ報告する場合もある。 

（３）第３種研究小委員会 

１）委員会に関する調査研究課題を研究する。 

２）委員会予算は配分しない。 

３）活動内容は、毎年度、研究問題検討小委員会および委員会に報告する。 

Ⅶ． 行事等実行小委員会１．設置 

行事等実行小委員会は、委員会が認めたシンポジウム等行事について企画及び開催

することを目的に行事毎に必要に応じて設置し、活動期間は当該年度内とする。 

２．構成 

構成は、小委員長、副小委員長、委員とする。また、必要に応じて、幹事長、幹事

をおくことができる。 

３．選出方法と任期 

選出方法と任期は、次のとおりとする。 

（１）小委員長は、運営小委員長の推薦により、委員長が指名する。 

（２）小委員長を除く構成員は、小委員長が指名する。 

（３）任期は、当該年度内とする。 

４．運営 

運営は、次のとおりとする。 

（１）活動費用は、小委員会が企画・実行するシンポジウム等行事の参加費

収入より支弁する。 

（２）活動内容および開催結果は、委員会に報告する。 

Ⅷ．特別小委員会 

１．設置 

特別小委員会は、土木学会への委託研究、または、委員会において緊急に取り組む

必要があると委員会が判断した課題等について調査、研究することを目的として設

置し、活動期間はその内容に応じて適切な範囲とする。 

２．構成 

構成は、小委員長、副小委員長、委員とする。また、必要に応じて、幹事長、幹事

をおくことができる。 

３．選出方法と任期 

選出方法と任期は、次のとおりとする。 

（１）小委員長は、委員長が指名する。 

（２）小委員長を除く構成員は、小委員長が指名する。 

（３）任期は、２年以内とするが、活動期間に応じて重任・再任を妨げない。 

４．運営 

運営は、次のとおりとする。 



（１）活動費用は、受託研究の場合は委託費より支弁し、その他の場合には、所定

の範囲内で委員会予算等を配分する。 

（２）研究内容および研究成果は、委員会に報告する。 

 

付則 この細則は、平成１１年２月２２日から施行する。なお、委員会で改正が承認された

場合は、その時点より新たな細則として施行する。；平成１１年９月２２日改正；平

成１３年３月２２日変更；平成１５年３月７日改正；平成１９年９月１４日改正；平

成２２年３月１６日改正；平成２２年６月７日改正；平成２３年５月２４日改正 


